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保育士・保育所支援センター運営・発信業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．趣旨 

「神戸市保育士・保育所支援センター」（以下「支援センター」という。）を運営し、保育士等の求職

者と教育・保育事業者のマッチング等を行い、神戸市における保育人材の確保等を推進するとともに、

本市の保育人材確保施策を、保育士等を目指す潜在保育士や学生等に対して効果的に発信し、新たな保

育人材の確保及び定着につなげることを目的とします。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名称 

神戸市保育士・保育所支援センター運営・発信業務 

（２）業務内容 

別紙「神戸市保育士・保育所支援センター運営・発信業務 企画提案仕様書」のとおり 

（３）委託期間 

令和８年４月１日から令和 11年３月 31日まで（３年間） 

（４）契約金額の上限 

   金 71,646,000 円（消費税及び地方消費税を含む）（３年間） 

    ただし、本公募は令和８年度神戸市一般会計予算の成立を前提に行うものであり、予算の状況に

よっては業務内容や委託費を変更し、又はこの募集に基づく契約を締結しないことがあります。 

 

３ 契約に関する事項 

（１）契約の方法 

神戸市契約規則の規定に基づき、委託契約を締結する。契約内容は本市と協議のうえ、仕様書及び

企画提案書に基づき決定する。 

なお、契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、契約締結をし

ないことがある。 

（２）契約書案 

別紙（頭書及び委託契約約款）参照 

（３）その他 

契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する

要綱に基づく除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

 

４．応募資格、必要な資格・許認可等  

次に掲げる要件をすべて満たすものとします。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しないものであること 

（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく更

生手続き又は再生手続きを行っている者でないこと 
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（３）企画提案時において、神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止を受けていないこと 

（４）神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けていないこと 

（５）国税及び地方税を滞納していない者であること 

（６）有料職業紹介事業の許可を受けていること 

（７）業務運営に関し各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、これら        

を受けていること 

ただし、複数の事業者等により構成される共同企業体の場合、（１）～（５）については構成員全員

が満たすこととし、（６）及び（７）については構成員のうち少なくとも１者が満たすこと。なお、神

戸市との連絡調整は代表者が行い、委託契約にかかる事務処理についても代表者が自己の名義をもっ

て行うものとする。 

 

５．公募型プロポーザル実施要領等の交付開始日、交付場所等 

（１）交付開始日 

令和８年１月 19 日（月）14 時 

（２）交付場所 

神戸市ホームページに掲載 

URL https://www.city.kobe.lg.jp 

（３）交付資料 

   ア 公募型プロポーザル実施要領（本書） 

イ 各種様式 

ウ 委託契約書（案） 

エ 委託契約約款 

オ 委託業務仕様書 

 

６．事業者選定スケジュール 

（１）実施要領等の交付開始    令和８年１月 19 日 

（２）参加申込書類の提出期限  令和８年２月２日 17 時まで 

（３）質問への回答       令和８年２月 12 日 

（４）提案書の提出期限     令和８年２月 20 日 17 時まで 

（５）選定結果通知        令和８年２月下旬 

（６）契約締結・事業開始    令和８年４月１日 

（７）事業完了         令和 11年３月 31日 

 

７．応募手続きに関する事項 

（１）参加申請手続き 

ア 受付期間  

公募開始から令和８年２月２日 17時まで 

イ 提出書類 

① 参加申込書（様式１号）  

https://www.city.kobe.lg.jp/
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② 参加資格確認書（様式２号） 

③ 会社概要 

④ 秘密保持誓約書（様式３号） 

⑤ 質問票（様式４号）※必要な者のみ 

※審査内容に関係しない軽易な質問を除き、電話又は口頭による質問は受け付けません 

※参加申込書を提出したすべての者に対して令和８年２月12日までに電子メールで回答する

ものとします。 

※いずれの書類も押印不要。 

ウ 提出部数    各１部 

エ 提出方法 

本実施要領 12.に記載のアドレス宛、電子メールにて提出  

※電子メールでの提出ができない場合は個別にご相談ください。 

 

（２）企画提案書の提出 

   ア 受付期間    令和８年２月 20日 17 時まで 

   イ 提出方法      本実施要領 12.に記載のアドレス宛、電子メールにて提出  

ウ 提出書類 

① 企画提案書（様式７号） 

② コーディネーターの略歴（※個人情報の記載は不要です） 

③ 有料職業紹介事業許可証 

④ 年間計画書 

⑤ 見積書（様式８号） 

⑥ 団体概要（様式９－１号、様式９－２号） 

⑦ 共同企業体結成届出書（様式９－３号）※共同企業体の場合 

⑧ その他補足資料 

⑨ 登記事項全部証明書（原本）※神戸市入札参加資格を有する場合は不要 

⑩ 法人の印鑑登録証明書（原本）※神戸市入札参加資格を有する場合は不要 

※①～⑧のいずれの書類も押印不要。 

   エ 提出部数 各１部 

   オ 提出場所 本実施要領 12．に記載する担当課 

 

８．選定に関する事項 

（１）評価項目と配点 

審査は、次に示す観点から、総合的に公平かつ客観的な審査を行うものとする。 

評価項目 評価内容 配点 

情報管理 個人情報や情報セキュリティに関する取り扱い ５ 

マッチング支援 

(ｱ) 採用者数の適切な目標値設定と達成に向けた具体

的方策 

(ｲ) コーディネーターの体制・スキル・実績等 

40 

 

情報発信 (ｱ) 支援センターの認知度向上に向けた具体的方策 20 
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(ｲ) 保育人材確保プロモーションに向けた具体的方策 

見積書 費用積算根拠の妥当性 ５ 

類似実績 
類似業務の実績（求職者と求人施設とのマッチング支

援、保育分野） 

10 

実施体制 責任の明確化や人員配置 10 

その他 地元企業（個人の場合、市内在住）に対する加点 10 

（２）選定方法 

    提出された課題等について、上記８（１）に基づき総合的に評価し、委託予定事業者を選定する。

（プレゼンテーション審査は実施しない） 

審査の結果、評価点が最も高い事業者が複数いる場合は、「マッチング支援」の点数が最も高い

ものを委託予定事業者とする。 

（３）失格事由 

次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。 

ア 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること 

イ 他の参加者と企画提案の内容またはその意思について相談を行うこと 

ウ 事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示すること 

エ 提出書類に虚偽の記載を行うこと 

オ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと 

カ 見積書の金額が２（４）に記載する事業規模（契約上限額）を超過すること 

キ 審査の結果、評価点の合計が５割未満である場合 

（４）選定結果の通知及び公表 

評価結果及び選定結果は決定後速やかに、全ての参加者に通知し、また、本市ホームページに掲載

する。本市ホームページには、選定した事業者名と総得点、他の応募者の総得点を掲示する。 

 

９．応募を無効とする場合 

  次のいずれかに該当する応募は無効とする。 

（１）神戸市が指定する場合を除き、提出書類等の必要書類が所定の日時を過ぎて到着したとき。 

  （２）見積書に必要事項の記載がないとき。 

  （３）本実施要領４.に掲げる条件に該当しないものが参加したとき。 

  （４）鉛筆、シャープペンシル、消せるボールペン、その他訂正の容易な筆記具により見積書に記入

したとき。 

  （５）見積書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。 

 

10．契約の締結 

本実施要領８．の最優秀提案者と契約締結の協議を行い、見積書を徴して神戸市所定の「委託契約約

款（別添）」に基づき契約を締結します。この協議には、提案書の趣旨を逸脱しない範囲内での内容の

変更の協議を含み、最優秀提案者が辞退又はこの公募型プロポーザル実施要領の規定に違反した事等

を理由に協議が不調のときは、事業者選定委員会で順位付けられた上位の者から順に契約の締結の協

議を行います。 
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11．注意事項 

（１）提出された書類は、選定以外の目的には使用しないものとします。 

（２）参加申込書や企画提案書が以下の条件の一に該当する場合は、本件プロポーザルへの参加を認めな

いこと又は契約の締結の無効若しくは取り消しを行うことがあります。 

ア 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

イ 作成様式（書式）及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

オ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 

カ 虚偽の内容が記載されているもの。 

（３）提出された書類は、返却しません。 

（４）提案に関する費用（資料作成費・通信運搬費・交通費等）は、選定結果の如何に関わらず提案者の

負担とします。 

（５）委託金額の支払方法（前金払い等）については委託契約締結前に別途協議を行います。 

（６）参加申込後に、プロポーザルへの参加を辞退する場合は、速やかに、「参加辞退届（様式５号）」に

より本実施要領 12.記載の担当部署に届け出てください。 

（７）本件に係る令和８年度一般会計予算が成立しない場合は、この企画提案に基づく契約を締結しない

ことがあります。 

（８）契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要

綱に基づく除外措置を受けたときは、契約の解除を行います。 

 

12．担当部署等 

神戸市こども家庭局幼保振興課 藤田・浅野 

【所 在 地】神戸市中央区加納町６丁目５番１号 神戸市役所１号館８階 

【電話番号】078-322-5216 【FAX 番号】078-322-6042 

【Ｅメール】kosodate_hoiku@city.kobe.lg.jp 


